
第 三 次 地 域 管 理 経 営 計 画 書 （案）

（第二次変更計画）

（馬淵川上流森林計画区）

自 平成２１年４月 １日
計 画 期 間

至 平成２６年３月３１日

（第一次変更 平成２２年３月）

（第二次変更 平成２３年３月）

東北森林管理局



【変更理由】

次の理由から国有林野管理経営規程（平成１１年農林水産省訓令第２号）第６条第８項に基

づき変更するものである。

１ 市町村合併に伴い、現在の市町村の区域と森林管理署の管轄区域との整合を図るため、森

林管理署の管轄区域を変更するものである。

２ 森林吸収源対策を積極的に推進するために間伐による伐採総量を変更する。

３ 効率的な路網整備の推進のため路線計画を変更する。

【変更項目及び頁】

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項･･････････････････････････････････････ １

（１）国有林野の管理経営の基本方針･･･････････････････････････････････････････････ １

（４）主要事業の実施に関する事項･････････････････････････････････････････････････ １

① 伐採総量･･････････････････････････････････････････････････････････････････ １

④ 林道の開設及び改良の総量･･････････････････････････････････････････････････ １
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１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（１）国有林野の管理経営の基本方針

ア 田山地区（1～31、33～37、39～47、49、52～60、64～68、70～117、119～123 林班）

イ 安比、七時雨地区（244～247、417～420、425～428、434、444、445、447、

451～485 林班）

ウ 八幡平地区（1443～1566 林班）

エ 寺田地区（1408、1411～1442 林班）

オ 浄法寺地区（126～130、132、133、156～158、160、162～166、168～170、188、191、

192、197、201、205、217～219、222～232、276～279、

284～287、293、294、301～306、316～320、323～329、401～415 林班）

カ 小鳥谷地区（1113～1115、1666～1676、1703～1708、1755～1765、1769～1772、

1774～1780 林班）

（４）主要事業の実施に関する事項

① 伐採総量

（単位：ｍ3 , ha）

区 分 主 伐 間 伐 計

計 １８７，６４５ ５４３，９９０（8,148） ７３１，６３５

注） ( )は間伐面積である。

④ 林道の開設及び改良の総量

開 設 改 良

区 分

路線数 延長量（ｍ） 箇所数 延長量（ｍ）

計 ４３ ６５，８８０ － －


